
 

 

令和７年度 事業計画 

 

Ⅰ 農業・農村及び農業委員会組織をめぐる情勢と課題等 

１． 農業・農村を取り巻く情勢は、担い手の減少や高齢化、遊休農地の増加などの構造

的な課題に加え、ウクライナ情勢等による食料需給の変化や物流の停滞、肥料、生産

資材等の価格高止まりなど様々な課題に直面し、食料安全保障の強化・確立が急務と

なっており、生産基盤である農地をしっかり守り、活かし食料の持続的な供給力高

めていくことが必要となっている。 

 

２． このような中、本県農業・農村は、依然、農業者の減少や高齢化の進展が続き、担

い手の確保・育成や農地の利用集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消など農地利

用の最適化が喫緊の課題となっている。 

 

３． 本県農業の基幹となる水稲は、昨年の天候不良等による作柄の低下やインバウンド

需要などで米価は回復してきたものの、人口減や高齢化等による消費量の減少等によ

り、主食用の需要量は長期的には縮小傾向にあり、引き続き「新潟米基本戦略」や「園

芸振興基本戦略」を着実に実施し、所得の拡大を図ることが必要となっている。 

また、常態化する自然災害への対応や畜産におけるＣＳＦ（豚熱）、高病原性鳥イ

ンフルエンザなどの家畜防疫体制の強化、「みどりの食料システム戦略」・「ＳＤＧ

ｓ」など環境と調和のとれた食料システムの確立への対応も必要となっている。 

 

４． 農業生産構造は、担い手の減少・高齢化などで脆弱化が進行してきており、農業の

持続的発展を担う多様な担い手の確保・育成や、営農組織・法人における円滑な継

承を図ることが必要となっている。 

また、担い手が減少するなか、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備の促進や、農

地中間管理事業の積極的な活用等により担い手への農地の集積・集約化を加速してい

くことが必要となっている。 

 

５． 中山間地域等の農村地域では、高齢化や人口減少が続いており、地域活性化と振興

を図るためには、より多くの若者等の定住を促進し、地域に根ざした経済活動が安定

的に営まれるよう支援するとともに、日本型直接支払の着実な実施や総合的な生活イ

ンフラ整備等が必要となっている。また、中山間地域の農業生産や生活を脅かし、遊

休農地発生の一因となっている鳥獣害被害には、広域的な地域ぐるみでの取り組みが

必要となっている。 

６． このような中、制定から四半世紀が経過した食料・農業・農村基本法が昨年６月に

改正され、食料供給困難事態対策法、農振法等改正法、スマート農業技術活用促進

法が成立するなど、農政は大きな転換期を迎えている。 

７． このため、令和７年度は、こうした状況を踏まえ、農業委員会組織は農地法をはじ



 

 

めとする農地制度の公正・公平な運用はもとより、地域農業・農村の10年後の設計

図となる「地域計画」の実現に積極的に関わっていくことが求められており、以下

の７項目を重点に取り組むこととする。 

 

 

Ⅱ 令和７年度の重点推進事項 

 

１．円滑な事業推進に向けた諸会議等の開催 

２．農地利用の最適化の推進 

   ～地域計画の実現を支援～ 

３．法令審議の透明性確保と法令遵守の公平・公正な職務の遂行 

４．農業者等との意見交換や政策提案活動等の推進 

５．担い手の経営改善と新規就農者・人材確保に向けた支援対策の推進 

６．農業者年金加入者の拡大対策等の推進 

７．農業・農業者等に関する情報提供活動の強化 

 

 

Ⅲ 事業計画 

１．円滑な事業推進に向けた諸会議等の開催 

農業委員会系統組織全体として所期の目的達成と役割を発揮するため、次の会議を

開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．農地利用の最適化の推進（組織対策） 

農業委員会組織が取り組む農地利用の最適化は、地域計画の実現に向けて持続的な

地域農業の成長を目指す重要な取り組みであることから、農業委員会の取り組む最適

化（担い手へ農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促

進）活動を支援する。 

特に、地域計画の実現に向け、日常活動を起点とした「農地の見守り活動」や「仲

会 議 の 種 類 備    考 

（1） 総会 

（2） 理事会 

（3） 常設審議委員会 

（4） 役員会 

（5） 監査会 

（6） 農業委員会会長会議 

（7） 地域別農業委員会会長・事務局長会議 

（8） 農業委員会事務局長会議 

（9） その他必要な会議 

年２回 

年３回程度 

毎月 

随時 

年１回 

年２回程度 

年１回 

年２回程度 

 



 

 

間への声かけ活動」など、農業委員・農地利用最適化推進委員（以下「推進委員等」）

に期待される役割を果たせるよう各種研修会等での取組事例報告や他市町村の情報提

供に努める。 

また、地域計画の実現に向けては、県、県農林公社、ＪＡ新潟中央会、県土連等関 

係機関・団体との定期的な連携会議に参画し情報の共有に努める。 

 

（１）最適化に向けた農業委員会の組織・活動体制の整備強化 

① 農業委員会の農地利用の最適化の取組を推進するために、推進委員等及び農業委

員会職員の資質向上と事務局体制の強化など活動体制の整備・強化を支援する。 

② また、体制整備と活動強化をするために創設された「農地利用最適化交付金」の

活用が重要であり、引き続き各市町村における上乗せ条例の整備と農地利用最適化

交付金のフル活用の取り組みを支援する。 

③ 全農業委員会の所掌事務の適正執行と農地利用の最適化の推進、特に「地域計画

の実現」に向けた取組を推進するため、各種研修会など多様な支援活動を行う。 

  ＜各種研修会の開催＞  

区 分 研   修   名 

委 

員 

研 

修 

ア 農業委員会会長研修 

イ 農業委員会役員等研修 

ウ 新規農業委員・農地利用最適化推進委員研修 

エ 農業委員会代表者研修 

オ 女性農業委員等研修 

職 

員 

研 

修 

カ 新任農業委員会職員研修 

キ 農業委員会業務担当者研修（担当者会議を兼ねる。） 

ク 課題別農業委員会業務担当者研修 

 

（２）農業委員会の活動支援 

   ① 農業委員会活動計画づくりと課題解決への支援 

     農地利用の最適化を進めるため、農業委員会で策定が義務化された「農地等の

利用の最適化の推進に関する指針」や「年度計画」の策定・実践のための助言・

協力を行う。 

     また、農村現場における「目に見える農業委員会活動」を推進するため、農業

委員会における前年度の実施状況等のインターネット公表を推進する。 

    

② 農業委員会巡回活動の実施 

     農業委員会の活動の推進と連携強化を図るため、各農業委員会への巡回による

農業委員会業務推進会議を開催する。 

   ③ 新規参入促進への支援 

     農業委員会が行う新規参入促進を図るため、全国及び県段階の新規就農相談会



 

 

などの開催情報を提供するとともに、出展に向けた支援を行う。 

④ 農業委員会の取組の情報収集・提供 

     農業委員会組織が推進してきた地域農業の振興や担い手育成、遊休農地対策等

の取組やその成果について情報収集を行い、組織内外に発信し広く理解促進を図

る。 

     

（３）「にいがた持続可能な農業・農村づくり運動」の展開 

全国運動と連動して県運動要領を定め、地域計画の実現と農地利用の最適化の 

取組強化に向け、推進委員等が一体となった活動を推進する。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（４）自主的組織への支援 

     「にいがた女性農業委員の会」が取り組んでいる男女共同参画の促進や食育活

動等の取組について支援・協力を行うとともに、「農業委員会新潟県職員研修協議

会」が行う事業等を支援する。 

     また、地区別連絡協議会の行う研修会等の自主的な取組を支援する。 

 

 

３．法令審議の透明性確保と法令遵守の公平・公正な職務の遂行（農地対策） 

（１）法令審議を適正に実施するための取組 

① 農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改 

良法、土地区画整理法等の規定に基づく知事並びに知事から権限移譲を受けた市   

町村農業委員会等からの諮問に対する適正な審議及び答申の実施 

② 農地法に係る案件についての現地調査及び農地相談活動の実施 

   ③ 関係法や制度に係る農業委員会が実施する事務推進の支援 

 

（２）研修会等の開催 

農業委員会の委員等の綱紀粛正を徹底するため、法令遵守による適正な農地制 

度の執行についての研修等の実施を推進する。 

 

（３）農地転用許可事務等の適正執行の支援 

農地の確保・有効利用を図るため、農地の転用許可事務及び違反転用の処理、 

農地所有適格法人等の要件確認事務、賃借料情報の公表等が、円滑かつ適正に実 

施されるよう農業委員会に助言・協力を行う。 

（４）農業委員会サポートシステムの活用支援 

    「農業委員会サポートシステム」の目標地図の更新など農業委員会での効果的

な活用が実施できるよう資料提供や操作支援を行うとともに、農地台帳等の確実

な更新を推進する。また、タブレットによる現地調査結果や意向調査結果の効率

的かつ適正な活用を支援する。 

 



 

 

（５）遊休農地対策の計画的な実施に向けた支援  

     農地の利用状況調査については、１号遊休農地の区分や利用意向調査の適切な

実施、農地中間管理機構との協議の勧告、非農地判断・通知などを計画的かつ着

実に実施できるよう会議・研修会において制度の周知を図るとともに、定期的な

進行管理と助言による支援を行う。 

 

 （６）所有者不明農地対策の推進 

     農地利用の最適化に支障をきたす所有者不明農地の解消に向けて、所有者不明

農地対策事業（令和７年度新規事業）を実施し、解消に向けた農業委員会の取り

組みを支援するとともに、所有者不明農地の活用を可能とする制度並びに相続登

記の義務化等の法改正の周知を図り、農地の有効活用に向けた農業委員会の取り

組みを推進する。 

 

 

４．農業者との意見交換や政策提案活動の推進（農政・調査対策） 

農業委員会における「地域の農業者等との意見交換会」をはじめ、農業・農村現場の 

声をくみ上げ集約し、農業者の公的代表組織として、農業・農村及び農業経営に関する 

意見提出や施策要望活動の取組を推進する。 

また、全国段階や関係団体と連携した提案・要請活動を実施する。 

（１）提案・要請活動 

    ○ 全国農業会議所と連携した全国統一農政活動 

    ○ 県及び県議会への施策提案活動 

    ○ 新潟県農業委員会大会の開催 

    ○ 新潟県農林漁業六団体会長会議と知事との意見交換会への参画 

    ○ その他提案等実現のための要請活動 

 

（２）調査活動の実施と情報提供 

     農地の売買価格や農作業料金等に関する情報は、農地の有効利用を図る上で重

要な情報であることから、各種調査活動・情報収集を行い集計結果等を提供す

る。 

    ○ 田・畑売買価格等に関する調査 

    ○ 農作業料金・農業労賃等に関する調査 

    ○ 農地の賃借料情報と農作業標準料金に関する調査 

    ○ 農業委員会体制の実態調査 

    ○ その他政策提案等のための調査 

 

 （３）農政情報の収集・提供 

     国政情報や法改正情報などの収集及びタイムリーな情報提供に努める。 

 



 

 

 

５．担い手の経営改善と新規就農者・人材確保に向けた支援対策の推進（経営・人材対策） 

（１）担い手の経営改善に向けた支援 

県担い手育成総合支援協議会の事業として、認定農業者等の経営改善に向けた大 

会・研修会を開催する。 

     また、農業経営・就農支援センター（新潟県農林公社）と連携して、農業経営の

法人化、円滑な経営継承、経営改善計画の目標達成など経営の諸課題の課題解決を

支援する。 

 

（２）新規就農者の確保・育成対策 

① 新規就農相談事業の推進 

     農業経営・就農支援センターと連携して「新潟県新規就農相談センター」及び「無

料職業紹介所」としての窓口機能を担うとともに、農林業新規就農・就業マッチン

グフェア等の開催により新規就業、独立就農を支援する。 

   ② 農業法人等の雇用対策 

全国農業会議所から業務委託を受け、49 歳以下の就農希望者を新たに雇用する

農業法人等に対して資金を助成する「雇用就農資金」を実施する。 

 

（３）農業経営者組織の活動支援 

新潟県農業経営者協会とその構成団体（県稲作経営者会議、県施設園芸経営研究 

会、県養豚経営者会議、県肉用牛経営者会議、大日本農会新潟支会）、県認定農業 

者会の事務局として活動を支援する。 

 また、令和８年度に開催予定の「全国農業担い手サミット」の事務局として、県 

並びに関係機関・団体と連携して開催の準備を進める。 

 

６．農業者年金加入者の拡大対策等の推進（年金事業） 

（１）加入推進活動 

   「若い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計 15万人早期達成強化運 

動」のもと、独立行政法人農業者年金基金、ＪＡ新潟中央会と連携して、農業委員 

会、ＪＡの目標達成に向けた活動を支援する。 

また、各地区に加入推進部長を設置し、研修会の開催等の活動を支援する。 

 

（２）業務の適正執行に向けた支援 

年金の適正な受給に向けて、農業委員会、ＪＡ担当者への研修会等の開催と日常 

的な相談活動を実施する。 

 

 

７．農業・農業者等に関する情報提供活動の強化（情報活動） 

（１）情報の発行等 



 

 

農業会議だより「農のかけ橋」の発行や「農政情報」の提供により推進委員等に 

情報を提供するとともに、農業会議ホームページにより、各農業委員会の目に見え 

る活動を広く紹介する。 

 

（２）情報提供推進業務の実施 

農業委員会と連携し「全国農業新聞」「全国農業図書」の普及拡大を図るととも 

に、編集及び購読者管理を行う。 

また、農業委員会だより全国コンクールの募集を行う。 


